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（提案理由） 

 高齢者が入院したときに生じる入院費用等に係る支援金を支給するこ

とにより、高齢者の入院に伴う経済的負担の軽減を図るため、本案を提

出する。 



足立区高齢者入院時負担軽減支援金の支給に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、高齢者が入院したときに生じる入院費用等に係る

支援金（以下「支援金」という。）を支給することにより、高齢者の

入院に伴う経済的負担の軽減を図り、もって区民福祉の向上に資する

ことを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 支援金の支給の対象者は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

 に規定する病院又は診療所（健康保険法（大正１１年法律第７０号）

 に規定する保険医療機関であるものに限る。）に入院している年齢６

 ５歳以上の高齢者であって、入院時以前から引き続き区内に住所を有

 する者とする。 

（支給額） 

第３条 支援金の支給額は、次の各号に掲げる入院期間（１の会計年度

（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）において入院した期間

をいう。）に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、１の会計年

度につき３万円を上限とする。 

（１） 入院期間７日から６０日まで   １万円 

（２） 入院期間６１日から１２０日まで ２万円 

（３） 入院期間１２１日以上      ３万円 

（申請及び通知） 

第４条 支援金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、第２条に規定する

要件を審査し、支給の可否を決定し、申請者に通知する。 

（決定の取消し） 

第５条 前条第２項の規定により支給可との決定を受けた者が、第２条



に規定する要件に該当しなくなったときは、区長は、当該決定を取り

消すものとする。 

（支援金の返還） 

第６条 区長は、虚偽又は不正の手段により支援金の支給を受けた者に

対し、既に支給を受けた額の全額を返還させるものとする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。 


